
日監査第 3号

令和 8(2026)4月 20日

日光市議会議長  齋 藤 文 明  様

日光市監査委員 柴 田   明

日光市監査委員 佐 藤 裕 子

日光市監査委員  荒 )|| ネL 子

(公印省略)

令和 7度棚卸監査の結果について (提出)

地方自治法第199条第4項の規定に基づき棚卸監査を実施したので、同条第 0項の規
定により、その結果を下記のとおり提出します。

記

1 監査 の期 日
2 監査の対象課

3 監査 の方法
4 監査 の結果

令和 8年 3月 30日

水道課 (瀬尾浄水場、安良沢浄水場、鬼怒川浄水場)

下水道課 (瀬尾浄水場)

別紙のとおり

別紙のとおり



令 和 7年 度  棚 卸監査結果

1 対象課及び実施日
水道課 (安良沢浄水場、頑尾浄水場、鬼怒川浄水場)

下水道課 (瀬尾浄水場)

令和8年 3月 30日

2 監査項目
令和 7年度の公営企業会計における貯蔵品を適正かつ効率的に管理しているかにつ

いて監査した。

3 監査の方法
貯蔵品の策管場所において、提出を求めた資料及び関係帳簿と照合した。

4 監査の結果
提出を求めた資料及び関係帳簿と照合した結果、いずれの保管場所においても貯蔵

品は在庫数と合致する。

意見及び要望

貯蔵品については、日常的な効率性に配慮して保管されている。管理方法について

も、貯蔵品台帳に合わせた保管形態となっており、良好に無管されていた。今後も引

き続き、適正な管理に努められたい。
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日監査第 67号

令不日8年 (2026年 )2月 1 9日

日光市議会議長 齋 藤 文 明  様

日光市監査委員  柴

日光市監査委員  佐

日光市監査委員  荒

田   明

藤 裕 子

)|1 礼 子

(公印省略)

令和 7年度定例監査の結果について (提出)

地方自治法第 199条第 4項の規定に基づき、定例監査を実施したので、同条第 9項の

規定により、その結果を下記のとおり提出します。

記

1 監査の封象  会計課 。議事課 。選挙管理委員会事務局・監査委員事務局・

公平委員会・水道課・下水道課

2 監査の期間  令和 7年 12月 19日 ～令和 8年 1月 8日

3 監査の結果  別紙のとおり



令和 7年度 定 例 監 査 結 果

1 監査の基準

この監査は、日光市監査基準 (令和 2年 日光市監査委員訓令第 1号)に準拠して実施した。

2 監査の種類

地方自治法 (昭和 22年法律第 67号)第 199条第 4項の規定に基づく定例監査

3 監査の対象

会計課

4 監査の期間

令和 7年 12月 19日 ～令和 8年 1月 8日

5 監査の着眼点

事務の執行及び経営に係る事業の管理が、経済的、効率的かつ効果的に行われているかを主

眼として実施した。

6 監査の実施内容

(1)令和 7年度事務事業について、令和 7年 10月 末日現在で実施した。

(2)事前に提出を求めた資料及び関係帳簿を主体として照査し、当日は会計管理者から総括

説明を受けたあと、関係職員を交えて質疑応答及び説明を聴取した。

7 監査の結果

(1)総括

提出された財務に関する関係帳簿、証拠書類はおおむね良好に記録整備されており、所

管の事務は適正に執行されていると認められた。

(2)指摘事項

指摘すべき事項はなかった。

8 意見及び要望

なし



令和 7年度 定 例 監 査 結 果

1 監査の基準

この監査は、日光市監査基準 (令和 2年 日光市監査委員訓令第 1号)に準拠して実施した。

2 監査の種類

地方自治法 (昭和 22年法律第 67号)第 199条第 4項の規定に基づく定例監査

3 監査の姑象

議事課

4 監査の期間

令和 7年 12月 19日 ～令和 8年 1月 8日

5 監査の着眼点                                 ′

事務の執行及び経営に係る事業の管理が、経済的、効率的かっ効果的に行われているかを主

眼として実施した。

6 監査の実施内容

(1)令和 7年度事務事業について、令和 7年 10月 末日現在で実施した。

(2)事前に提出を求めた資料及び関係帳簿を主体として照査し、当日は課長から総括説明を

受けたあと、関係職員を交えて質疑応答及び説明を聴取した。

7 監査の結果

(1)総括

提出された財務に関する関係帳簿、証拠書類はおおむね良好に記録整備されており、所

管の事務は適正に執行されていると認められた。

(2)指摘事項

指摘すべき事項はなかつた。

8 意見及び要望

なし
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令和 7年度 定 例 監 査 結 果

1 監査の基準

この監査は、日光市監査基準 (令和 2年 日光市監査委員訓令第 1号)に準拠して実施した。

2 監査の種類

地方自治法 (昭和 22年法律第 67号)第 199条第4項の規定に基づく定例監査

監査の封象

選挙管理委員会事務局

4 監査の期間

令和 7年 12月 19日 ～令和 8年 1月 8日

5 監査の着眼点

事務の執行及び経営に係る事業の管理が、経済的、効率的かつ効果的に行われているかを主

眼として実施した。

6 監査の実施内容

(1)令和 7年度事務事業にっいて、令和 7年 10月 末日現在で実施した。

(2)事前に提出を求めた資料及び関係帳簿を主体として照査し、当日は係長から総括説明を

受けたあと、質疑応答及び説明を聴取した。

7 監査の結果

(1)総括

提出された財務に関する関係帳簿、証拠書類はおおむね良好に記録整備されており、所

管の事務は適正に執行されていると認められたb

(2)指摘事項

指摘すべき事項はなかった。                        .

8 意見及び要望

なし



令和 7年度 定 例 監 査 結 果

1 監査の基準

この監査は、日光市監査基準 (令和 2年日光市監査委員訓令第 1号)に準拠して実施したと

2 監査の種類
地方自治法 (昭和22年法律第67号)第 199条第4項の規定に基づく定例監査

3 監査の対象

監査委員事務局

4 監査の期間

令和 7年 12月 19日 ～令和 8年 1月 8日

5 監査の着眼点 ヽ

事務の執行及び経営に係る事業の管理が、経済的、効率的かつ効果的に行われているかを主

眼として実施した。

6 監査の実施内容

(1)令和 7年度事務事業について、令和 7年 10月 末日現在で実施した。

(2)事前に提出を求めた資料及び関係帳簿を主体として照査し、当日は事務局長から総括説

明を受けたあと、関係職員を交えて質疑応答及び説明を聴取した。

7 監査の結果           ´
｀

(1)総括                    ,

提出された財務に関する関係帳簿、証拠書類はおおむね良好に記録整備されており、所

管の事務は適正に執行されていると認められた。

(2)指摘事項 ・

指摘すべき事項はなかつたき

8 意見及び要望
なし



令和 7年度 定 例 監 査 結 果

1 監査の基準

この監査は、日光市監査基準 (令和 2年 日光市監査委員訓令第 1号)に準拠して実施 した。

2 監査の種類

地方自治法 (昭和22年法律第67号)第 199条第4項の規定に基づく定例監査

3 監査の対象

公平委員会

4 監査の期間

令和 7年 12月 19日 ～令和 8年 1月 8日

5 監査の着眼点                       し

事務の執行及び経営に係る事業の管理が、経済的、効率的かつ効果的に行われているかを主

眼として実施した。

6 監査の実施内容

(1)令和 7年度事務事業について、令和 7年 10月 末日現在で実施 した。

(2)事前に提出を求めた資料及び関係帳簿を主体として照査し、当日は書記長から総括説明

を受けたあと、関係職員を交えて質疑応答及び説明を聴取した。

7 監査の結果

(1)総括

提出された財務に関する関係帳簿、証拠書類はおおむね良好に記録整備されており、所

管の事務は適正に執行されていると認められた。

(2)指摘事項

指摘すべき事項はなかつた。

8 意見及び要望
なし



令和 7年度 定 例 監 査 結 果

1 監査の基準

この監査は、日光市監査基峰 (令和 2年 日光市監査委員訓令第 1号)に準拠して実施した。

2 監査の種類

地方自治法 (昭和 22年法律第 67号)第 199条第 4項の規定に基づく定例監査

3 監査の対象

水道課

4 監査の期間

令和 7年 12月 19日 ～令和 8年 1月 8日

5 監査の着眼′点

事務の執行及び経営に係る事業の管理が、経済的、効率的かつ効果的に行われているかを主

眼として実施したp

6 監査の実施内容

(1)令和 7年度事務事業について、令和 7年 10月 末日現在で実施した。

(2)事前に提出を求めた資料及び関係帳簿を主体として照査し、当日は課長から総括説明を

受けたあと、関係職員を交えて質疑応答及び説明を聴取した。
′

7 監査の結果

(1)総括

提出された財務に関する関係帳簿、証拠書類はおおむね良好に記録整備されており、所

管の事務は適正に執行されていると認められたが、一部の事務において、次の指摘事項が

認められた。

(2)指摘事項

(ア )工事施工等に伴 う見積通知書等において、日光市文書管理規定第 21条第 2項に

規定される「日」の次の課名略号と文書発送件名簿による会計年度の番号が、未記

載のまま多数発出されていた。

(イ )土地に関する無償貸付契約において、契約書等が保管されていなかった。

8 意見及び要望

なし
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令和 7年度 定 例 監 査 結 果

1 監査の基準

この監査は、日光市監査基準 (令和 2年 日光市監査委員訓令第 1号)に準拠して実施した。

2 監査の種類

地方自治法 (昭和 22年法律第 67号)第 199条第 4項の規定に基づく定例監査

3 監査の対象

下水道課

4 監査の期間

令不日7年 12月 19日 ～令和 8年 1月 8日

5 監査の着眼点

事務の執行及び経営に係る事業の管理が、経済的、効率的かつ効果的に行われているかを主

眼として実施した。

6 監査の実施内容

(1)令和 7年度事務事業について、令和 7年 10月 末日現在で実施した。

(2)事前に提出を求めた資料及び関係帳簿を主体として照査し、当日は課長から総括説明を

受けたあと、関係職員を交えて質疑応答及び説明を聴取した。

7 監査の結果

(1)総括

提出された財務に関する関係帳簿、証拠書類はおおむね良好に記録整備されており、所

管の事務は適正に執行されていると認められた。

(2)指摘事項

指摘すべき事項はなかった。

8 意見及び要望

令和 8年 1月 から下水道使用料の改定を実施したところであるが、今後見込まれる人口減少

に伴 う歳入減少や大規模改修等による歳出増加を踏まえ、長期的な視点に立ち、安定的な経営

の確立に向け、経費削減のほか、事業の合理化・効率化及び歳入確保等について、歳入歳出の

両面から多角的に検討を進められたい。
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日監査第 73号

令和 8年 (2026年)3月 23日
だ

日光市議会議長 齋 藤 文 明  様

日光市監査委員

日光市監査委員

日光市監査委員

令和7年度定例監査及び財政援助団体等監査の結果について (提出)

地方自治法第 199条第4項及び第 7項の規定に基づき、定例監査及び財政援助団体等
監査を実施したので、同条第 9項の規定により、その結果を下記のとおり提出します。

記

1 監査の対象 保険年金課・資源循環推進課 (定例監査)
公益社団法人 日光市シルバー人材センター (財政援助団体等監査)

2 監査の期間  令和 8年 1月 9日 ～令和 8年 1月 22日

3 監査の結果  別紙のとおり
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令和 7年度 定 例 監 査 結 果

1 監査の基準

この監査は、日光市監査基準 (令和 2年 日光市監査委員訓令第 1号)に準拠して実施した。

2 監査の種類

地方自治法 (昭和 22年法律第 67号)第 199条第 4項の規定に基づく定例監査

3 監査の対象

保険年金課

4 監査の期間

令和 8年 1月 9日 ～令和 8年 1月 22日

5 監査の着眼点

事務の執行及び経営に係る事業の管理が、
′
経済的、効率的かつ効果的に行われているかを主

眼として実施した。

6 監査の実施内容

(1)令和 7年度事務事業について、令和 7年 11月 末日現在で実施した。

(2)事前に提出を求めた資料及び関係帳簿を主体として照査し、当日は課長から総括説明を

受けたあと、関係職員を交えて質疑応答及び説明を聴取した。

7 監査の結果

(1)総括

提出された財務に関する関係帳簿、証拠書類はおおむね良好に記録整備されており、所

管の事務は適正に執行されていると認められた。

(2)指摘事項

指摘すべき事項はなかった。

8 意見及び要望

なし



令和 7年度 定 例 監 査 結 果

1 監査の基準

この監査は、日光市監査基準 (令和 2年日光市監査委員訓令第 1号)に準拠して実施したb

2 監査の種類

地方自治法 (昭和 22年法律第 67号)第 199条第 4項の規定に基づく定例監査

3 監査の対象

資源循環推進課

4 監査の期間

令和 8年 1月 9日 ～令和 8年 1月 22日

5 監査の着眼点

事務の執行及び経営に係る事業の管理が、経済的、効率的かつ効果的に行われているかを主

眼として実施した。

6 監査の実施内容

(1)令和 7年度事務事業について、令和 7年 11月 末日現在で実施 した。

(2)事前に提出を求めた資料及び関係帳簿を主体として照査し、当日は課長から総括説明を

受けたあと、関係職員を交えて質疑応答及び説明を聴取した。

7 監査の結果

(1)総括

提出された財務に関する関係帳簿、証拠書類はおおむね買好に記録整備されており、所

管の事務は適正に執行されていると認められたが、一部の事務において、次の指摘事項が

認められた。

(2)指摘事項

(ア)単価契約に係る業務委託において、見積 (入札)実施の通知に「入札額、落札額とも

に小数点以下の端数を切 り捨てる」旨を記載しているが、契約時に小数点以下の端数を

含めた額で契約 し、契約額と落本L額の歯巳婦を生じているものが見受けられた。‐

8 意見及び要望
なし



令和 7年度 財 政 援 助 団 体 等 監 査 結 果

1 監査の基準

この監査は、日光市監査基準 (令和 2年 日光市監査委員訓令第 1号)に準拠して実施 した。

2 監査の種類

地方自治法 (昭和 22年法律第 67号)第 199条第 7項の規定による財政援助団体等監査

3 監査の姑象

公益社曰法人 .日 光市シルバー人材センター

4 監査の期間

令和 8年 1月 9日 ～令和 8年 1月 22日

5 監査の着眼点

事務の執行及び経営に係る事業の管理が、経済的、効率的かつ効果的に行われているかを主

眼として実施 した。

6 監査の実施内容

(1)令和 7年度事務事業について、令和 7年 11月 末日現在で実施した。

(2)事前に提出を求めた資料及び関係帳簿を主体として照査し、当日は事務局長から総括説

明を受けたあと、関係職員を交えて質疑応答及び説明を聴取した。

7 監査の結果

(1)総括

提出された財務に関する関係帳簿、証拠書類はおおむね良好に記録整備されており、所

管の事務は適正に執行されていると認められた。

(2)指摘事項

指摘すべき事項はなかつた。

8 意見及び要望

新たな就業機会の創出のため、実績が少ない派遣事業は今後の事業拡大の可能性があると考

えられる。そのため、企業が求める資格を有する人材の発掘や、受け入れ先となる事業者の把

握、それぞれのニーズや条件等の実態調査に取り組まれるようお願いしたい。



日光市議会議長 齋 藤 文 明  様

日監査第 74号

令和8年 (2026年 )3月 23日
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令和 7年度定例監査及び財政援助団体等監査の結果について (提出)

地方自治法第 199条第4項及び第 7項の規定に基づき、定例監査及び財政援助団体等
監査を実施したので、同条第 9項の規定により、その結果を下記のとおり提出します。

記

1 監査の対象

2 監査の期間  令和8年 2月 6日 ～令和8年 2月 19日

監査の種類 監査対象

定例監査 消防本部

財政援助団体等監査

(指定管理者監査)'

日光市温泉保養センター「やしおの湯」

日光市温泉保養センター「日光温泉」

(指定管理者 :株式会社 塚原緑地研究所)

(所管課 :日 光観光課)

3 監査の結果  別紙のとおり



令和 7年度 定 例 監 査 結 果

1 監査の基準

この監査は、日光市監査基準 (令和 2年 日光市監査委員訓令第 1号)に準拠して実施した。

2 監査の種類

地方自治法 (昭和 22年法律第 67号)第 199条第 4項の規定に基づく定例監査

3 監査の対象

消防本部 (総務課、予防課、警防課、通信指令課)、 消防署 (今市、日光、藤原)

4 監査の期間

令和 8年 2月 6日 ～令和 8年 2月 19日

5 監査の着眼点

事務の執行及び経営に係る事業の管理が、経済的、効率的かつ効果的に行われているかを主

眼として実施した。

6 監査の実施内容

(1)令和 7年度事務事業について、令和 7年 12月 末日現在で実施した。

(2)事前に提出を求めた資料及び関係帳簿を主体として照査し、当日は各課長から総括説明

を受けたあと、関係職員を交えて質疑応答及び説明を聴取した。

7 監査の結果

(1)総括

提出された財務に関する関係帳簿、証拠書類はおおむね良好に記録整備されており、所

管の事務は適正に執行されていると認められたが、一部の事務において、次の指摘事項が

認められた。

(2)指摘事項

日光消防署

(ア )工事に関する請書において、請負金額の記載誤 りがあつた。落札額 (見積額)と 請負

金額が一致していないにもかかわらず支払いまで済んでおり、確認が不十分のまま形式

的に請書を受け取っていると思われる。

8 意見及び要望

なし。



令和 7年度 財 政 援 助 団 体 等 監 査 結 果

1 監査の基準

この監査は、日光市監査基準 (令和 2年 日光市監査委員訓令第 1号)に準拠して実施した。

2 監査の種類
地方自治法 (昭和 22年法律第 67号)第 199条第 7項の規定による財政援助団体等 (公
の施設の指定管理者)監査

3 監査の対象

指定管理施設 日光市温泉保養センター「やしおの揚」

日光市温泉保養センター「日光温泉」

株式会社 塚原緑地研究所

日光観光課

指 定 管 理 者

所  管  課

4 監査の期間

令和 8年 2月 6日 ～令和 8年 2月 19日

5 監査の着眼点

指定管理に係る出納その他の事務が、指定管理者制度の目的に沿い適耳かつ効率的に行われ

ているかどうかを主眼として実施した。

6 監査の実施内容

(1)令和 7年度事務事業について、令和 7年 12月 末現在で実施した。

(2)あ らかじめ提出を求めた監査資料、関係帳簿及び証ひょう類等を主体として照査すると

ともに、指定管理者の関係職員及び所管課職員から事務事業の執行について説明を受け、

質疑等を行つた。また、現地調査を行つた。

7 監査の結果

(1)総括

指定管理者から提出された関係帳簿、証拠書類はおおむね良好に記録整備されており、

所管の事務は適正に執行されていたが、一部の事務において、次の指摘事項が認められ

た。

(2)指摘事項

[指定管理者 (株式会社 塚原緑地研究所)]



(ア )河 日ヽ現金出納帳において、前月末の残高と翌月初めの繰越額が不一致の月があり、帳

簿と実現金にズレがある状態のままになつている。

[指定管理者 。所管課共通]

(ア )備品等の取り扱いについて、備品等 (I種 。Ⅱ種)の備品管理台帳において、購入年

月日等の記載事項が多数未記載であった。また、備品の定義が不明であり、消耗品と思

われるものも備品台帳に記載されており未整備の状態であつた。

(イ )自 主事業を実施するにあたり、自主事業実施計画書が提出されていなかつた。

8 意見及び要望

[指定管理者 (株式会社 塚原緑地研究所)]                 「

(1)温泉施設の利用料等の現金管理にういては、適正な取り扱いはもとより、安全性の確保

も重要であることから、安全管理体制のよリー層の強化を図るため、所管課と連携の上、

検討されたい。

[所管課 (日 光観光課)]

(1)10年 、 20年先を見据え、市民や観光客に快適で安定したサービスを提供し続けるた

め、施設の現状や収支状況、利用者ニーズ等を詳細に分析し、今後の運営を含めた各施設

の将来像について、計画を立てて慎重に検討されたい。
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令和 7年度定例監査の結果について (提出)

地方自治法第 199条第4項の規定に基づき、定例監査を実施したので、同条第 9項の
規定により、その結果を下記のとおり提出します。

記

1 監査の対象  スポマツ振興課 。文化財課 。中央公民館

2 監査の期間  令和 8年 2月 24日～令和 8年 3月 5日

3 監査の結果  別紙のとおり



令和 7年度 定 例 監 査 結 果

1 監査の基準
この監査は、日光市監査基準 (令和 2年 日光市監査委員訓令第 1号)に準拠して実施した。

2 監査の種類
地方自治法 (昭和 22年法律第67号)第 199条第 4項の規定に基づく定例監査

3 監査の赳象
スポーン振興課

4 監査の期間

令和 8年 2月 24日 ～令和 8年 3月 5日

5 監査の着眼点

事務の執行及び経営に係る事業の管理が、経済的、効率的かつ効果的に行われているかを主

眼として実施した。          l

6 監査の実施内容
(1)令和 7年度事務事業について、令和 7年 12月 末日現在で実施した。

(2)事前に提出を求めた資料及び関係帳簿を主体として照査し、当日は課長から総括説明を

受けたあと、関係職員を交えて質疑応答及び説明を聴取した。

7 監査の結果     
′

(1)総猪           `
提出された財務に関する関係帳簿、証拠書類はおおむね良好に記録整備されており、所

管の事務は適正に執行されていると認められたが、一部の事務において、次の指摘事項が

認められた。

(2)指摘事項

(ア )業務委託の入札において、入札額 (見積額)が予定価格調書の入札書比較価格を上回
つており、内訳書の提出もなかったにもかかわらず、契約締結、支払い処理がされている

ものがあった。

8 意見及び要望
社会体育施設等について、各地区公民館や関係部署と連携し、実態やニーズ、現行の利用条

件や予約方法などの現状と課題を的確に把握し、利用者の利便性向上のため、予約システムの

導入も選択肢に含めて最適な予約方法の阜期実現に向けて取り組まれたい。



ヽ

令和 7年度 定 例 監 査 結 果

1 監査の基準

この監査は、イ日光市監査基準 (令和 2年 日光市監査委員訓令第 1号)に準拠して実施した。

2 監査の種類

地方自治法 (昭和 22年法律第 67号)第 199条第 4項の規定に基づく定例監査

3 監査の姑象

文化財課

4 監査の期間

令和 8年 2月 24日 ～令和 8年 3月 5日

5 監査の着眼点

事務の執行及び経営に係る事業の管理が、経済的、効率的かつ効果的に行われているかを主

眼として実施した。

6 監査の実施内容                 ′

(1)令和 7年度事務事業について、令和 7年 12月 末日現在で実施した。

(2)事前に提出を求めた資料及び関係帳簿を主体として解査し、当日は課長から総括説明を

受けたあと、関係職員を交えて質疑応答及び説明を聴取した。

7 監査の結果

(1)総括

提出された財務に関する関係帳簿、証拠書類はおおむね良好に記録整備されており、所

管の事務は適正に執行されていると認められた。

(2)指摘事項

指摘すべき事項はなかったと

8 意見及び要望
なし



令和 7年度 定 例 監 査 結 果

1 監査の基準
この監査は、日光市監査基準 (令和 2年 日光市監査委員訓令第 1号)に準拠して実施した。

2 監査の種類        r
地方自治法 (昭和 22年法律第 67号)第 199条第 4項の規定に基づく定例監査

3 監査の姑象

中央公民館

4 監査の期間
.令和 8年 2月 24日 ～令和 8年 3月 5日

5 監査の着眼点
事務の執行及び経営に係る事業の管理が、経済的、効率的かつ効果的に行われているかを主

眼として実施 した。

6 監査の実施内容
(1)令和 7年度事務事業について、令和 7年 12月 末日現在で実施した。      ｀

(2)事前に提出を求めた資料及び関係帳簿を主体として照査し、当日は館長から総括説明を

受けたあと、関係職員を交えて質疑応答及び説明を聴取した。

7 監査の結果
(1)総括

提出された財務に関する関係帳簿、証拠書類はおおむね良好に記録整備されており、所

管の事務は適正に執行されていると認められたが、一部の事務においで、次の指摘事項が

認められた。

(2)指摘事項

(ア)土地賃貸借契約において、印紙税額に誤 りがあるものが見受けられた。 (日光公民館)
(イ )会計年度任用職員の休暇 (時間休)の取得において、規則では、「1時間を単位とす
る」とあるが、1時間単位で取得されていなかった。 (小来川公民館)

8 意見及び要望                                  ,
公民館の貸館について、現行の利用条件などの課題を整理した上で、利用者の利便性向上の

ため、予約システムの導入も選択肢に含あ、最適な予約方法の早期実現に向けて取り組まれた

い 。
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日光市議会議長 齋 藤 文 明  様

日光市監査委員

日光市監査委員

日光市監査委員

令和 7年度工事監査の結果について (提出)

地方自治法第199条第5項の規定に基づき、工事監査を実施しみので、同条第9項の

規定により、その結果を次のとおり提出します。Ⅲ

記
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1 監査の期日

2 監査の対象
3 監査の結果

令和 8年 1月 28日 (水 )

小来川公民館整備事業小来川公民館

別紙のとおり
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日監査第 73号

令和 8年 (2026年)3月 23日
だ

日光市議会議長 齋 藤 文 明  様

日光市監査委員

日光市監査委員

日光市監査委員

令和7年度定例監査及び財政援助団体等監査の結果について (提出)

地方自治法第 199条第4項及び第 7項の規定に基づき、定例監査及び財政援助団体等
監査を実施したので、同条第 9項の規定により、その結果を下記のとおり提出します。

記

1 監査の対象 保険年金課・資源循環推進課 (定例監査)
公益社団法人 日光市シルバー人材センター (財政援助団体等監査)

2 監査の期間  令和 8年 1月 9日 ～令和 8年 1月 22日

3 監査の結果  別紙のとおり
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令和 7年度 定 例 監 査 結 果

1 監査の基準

この監査は、日光市監査基準 (令和 2年 日光市監査委員訓令第 1号)に準拠して実施した。

2 監査の種類

地方自治法 (昭和 22年法律第 67号)第 199条第 4項の規定に基づく定例監査

3 監査の対象

保険年金課

4 監査の期間

令和 8年 1月 9日 ～令和 8年 1月 22日

5 監査の着眼点

事務の執行及び経営に係る事業の管理が、
′
経済的、効率的かつ効果的に行われているかを主

眼として実施した。

6 監査の実施内容

(1)令和 7年度事務事業について、令和 7年 11月 末日現在で実施した。

(2)事前に提出を求めた資料及び関係帳簿を主体として照査し、当日は課長から総括説明を

受けたあと、関係職員を交えて質疑応答及び説明を聴取した。

7 監査の結果

(1)総括

提出された財務に関する関係帳簿、証拠書類はおおむね良好に記録整備されており、所

管の事務は適正に執行されていると認められた。

(2)指摘事項

指摘すべき事項はなかった。

8 意見及び要望

なし



令和 7年度 定 例 監 査 結 果

1 監査の基準

この監査は、日光市監査基準 (令和 2年日光市監査委員訓令第 1号)に準拠して実施したb

2 監査の種類

地方自治法 (昭和 22年法律第 67号)第 199条第 4項の規定に基づく定例監査

3 監査の対象

資源循環推進課

4 監査の期間

令和 8年 1月 9日 ～令和 8年 1月 22日

5 監査の着眼点

事務の執行及び経営に係る事業の管理が、経済的、効率的かつ効果的に行われているかを主

眼として実施した。

6 監査の実施内容

(1)令和 7年度事務事業について、令和 7年 11月 末日現在で実施 した。

(2)事前に提出を求めた資料及び関係帳簿を主体として照査し、当日は課長から総括説明を

受けたあと、関係職員を交えて質疑応答及び説明を聴取した。

7 監査の結果

(1)総括

提出された財務に関する関係帳簿、証拠書類はおおむね買好に記録整備されており、所

管の事務は適正に執行されていると認められたが、一部の事務において、次の指摘事項が

認められた。

(2)指摘事項

(ア)単価契約に係る業務委託において、見積 (入札)実施の通知に「入札額、落札額とも

に小数点以下の端数を切 り捨てる」旨を記載しているが、契約時に小数点以下の端数を

含めた額で契約 し、契約額と落本L額の歯巳婦を生じているものが見受けられた。‐

8 意見及び要望
なし



令和 7年度 財 政 援 助 団 体 等 監 査 結 果

1 監査の基準

この監査は、日光市監査基準 (令和 2年 日光市監査委員訓令第 1号)に準拠して実施 した。

2 監査の種類

地方自治法 (昭和 22年法律第 67号)第 199条第 7項の規定による財政援助団体等監査

3 監査の姑象

公益社曰法人 .日 光市シルバー人材センター

4 監査の期間

令和 8年 1月 9日 ～令和 8年 1月 22日

5 監査の着眼点

事務の執行及び経営に係る事業の管理が、経済的、効率的かつ効果的に行われているかを主

眼として実施 した。

6 監査の実施内容

(1)令和 7年度事務事業について、令和 7年 11月 末日現在で実施した。

(2)事前に提出を求めた資料及び関係帳簿を主体として照査し、当日は事務局長から総括説

明を受けたあと、関係職員を交えて質疑応答及び説明を聴取した。

7 監査の結果

(1)総括

提出された財務に関する関係帳簿、証拠書類はおおむね良好に記録整備されており、所

管の事務は適正に執行されていると認められた。

(2)指摘事項

指摘すべき事項はなかつた。

8 意見及び要望

新たな就業機会の創出のため、実績が少ない派遣事業は今後の事業拡大の可能性があると考

えられる。そのため、企業が求める資格を有する人材の発掘や、受け入れ先となる事業者の把

握、それぞれのニーズや条件等の実態調査に取り組まれるようお願いしたい。



日光市議会議長 齋 藤 文 明  様

日監査第 74号

令和8年 (2026年 )3月 23日

明

子

子

略 )

～
、

Ａ

．‐

‘
″

‘

ゝ
ｉ
・

．　
ォイ

一
・

，

　

一
　

　

一

日光市監査委員

日光市監査委員

日光市監査委員

れ

礼

略
Ｆ

田

藤

川

体

柴

佐

荒

令和 7年度定例監査及び財政援助団体等監査の結果について (提出)

地方自治法第 199条第4項及び第 7項の規定に基づき、定例監査及び財政援助団体等
監査を実施したので、同条第 9項の規定により、その結果を下記のとおり提出します。

記

1 監査の対象

2 監査の期間  令和8年 2月 6日 ～令和8年 2月 19日

監査の種類 監査対象

定例監査 消防本部

財政援助団体等監査

(指定管理者監査)'

日光市温泉保養センター「やしおの湯」

日光市温泉保養センター「日光温泉」

(指定管理者 :株式会社 塚原緑地研究所)

(所管課 :日 光観光課)

3 監査の結果  別紙のとおり



令和 7年度 定 例 監 査 結 果

1 監査の基準

この監査は、日光市監査基準 (令和 2年 日光市監査委員訓令第 1号)に準拠して実施した。

2 監査の種類

地方自治法 (昭和 22年法律第 67号)第 199条第 4項の規定に基づく定例監査

3 監査の対象

消防本部 (総務課、予防課、警防課、通信指令課)、 消防署 (今市、日光、藤原)

4 監査の期間

令和 8年 2月 6日 ～令和 8年 2月 19日

5 監査の着眼点

事務の執行及び経営に係る事業の管理が、経済的、効率的かつ効果的に行われているかを主

眼として実施した。

6 監査の実施内容

(1)令和 7年度事務事業について、令和 7年 12月 末日現在で実施した。

(2)事前に提出を求めた資料及び関係帳簿を主体として照査し、当日は各課長から総括説明

を受けたあと、関係職員を交えて質疑応答及び説明を聴取した。

7 監査の結果

(1)総括

提出された財務に関する関係帳簿、証拠書類はおおむね良好に記録整備されており、所

管の事務は適正に執行されていると認められたが、一部の事務において、次の指摘事項が

認められた。

(2)指摘事項

日光消防署

(ア )工事に関する請書において、請負金額の記載誤 りがあつた。落札額 (見積額)と 請負

金額が一致していないにもかかわらず支払いまで済んでおり、確認が不十分のまま形式

的に請書を受け取っていると思われる。

8 意見及び要望

なし。



令和 7年度 財 政 援 助 団 体 等 監 査 結 果

1 監査の基準

この監査は、日光市監査基準 (令和 2年 日光市監査委員訓令第 1号)に準拠して実施した。

2 監査の種類
地方自治法 (昭和 22年法律第 67号)第 199条第 7項の規定による財政援助団体等 (公
の施設の指定管理者)監査

3 監査の対象

指定管理施設 日光市温泉保養センター「やしおの揚」

日光市温泉保養センター「日光温泉」

株式会社 塚原緑地研究所

日光観光課

指 定 管 理 者

所  管  課

4 監査の期間

令和 8年 2月 6日 ～令和 8年 2月 19日

5 監査の着眼点

指定管理に係る出納その他の事務が、指定管理者制度の目的に沿い適耳かつ効率的に行われ

ているかどうかを主眼として実施した。

6 監査の実施内容

(1)令和 7年度事務事業について、令和 7年 12月 末現在で実施した。

(2)あ らかじめ提出を求めた監査資料、関係帳簿及び証ひょう類等を主体として照査すると

ともに、指定管理者の関係職員及び所管課職員から事務事業の執行について説明を受け、

質疑等を行つた。また、現地調査を行つた。

7 監査の結果

(1)総括

指定管理者から提出された関係帳簿、証拠書類はおおむね良好に記録整備されており、

所管の事務は適正に執行されていたが、一部の事務において、次の指摘事項が認められ

た。

(2)指摘事項

[指定管理者 (株式会社 塚原緑地研究所)]



(ア )河 日ヽ現金出納帳において、前月末の残高と翌月初めの繰越額が不一致の月があり、帳

簿と実現金にズレがある状態のままになつている。

[指定管理者 。所管課共通]

(ア )備品等の取り扱いについて、備品等 (I種 。Ⅱ種)の備品管理台帳において、購入年

月日等の記載事項が多数未記載であった。また、備品の定義が不明であり、消耗品と思

われるものも備品台帳に記載されており未整備の状態であつた。

(イ )自 主事業を実施するにあたり、自主事業実施計画書が提出されていなかつた。

8 意見及び要望

[指定管理者 (株式会社 塚原緑地研究所)]                 「

(1)温泉施設の利用料等の現金管理にういては、適正な取り扱いはもとより、安全性の確保

も重要であることから、安全管理体制のよリー層の強化を図るため、所管課と連携の上、

検討されたい。

[所管課 (日 光観光課)]

(1)10年 、 20年先を見据え、市民や観光客に快適で安定したサービスを提供し続けるた

め、施設の現状や収支状況、利用者ニーズ等を詳細に分析し、今後の運営を含めた各施設

の将来像について、計画を立てて慎重に検討されたい。


